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１．はじめに

ミャンマーは、チャイナ・プラスワンの進出先として、

カンボジア・ラオスなどと並び有力な選択肢である。約5

千万人の人口を擁し、ミャンマーをマーケットとして見る

企業、周辺国に比べても人件費が低く抑えられることか

ら労働集約的な産業に好適な生産拠点とみる企業もあ

る。また、広い国土から産出される農産物、海産物、そ

して、天然ガス、石油、鉱物資源といった豊富な天然資

源を魅力と感じる向きもあろう。もちろん、そこはフロンティ

ア、魅力だけではなく困難もある。たとえば、一部富裕

層・中間層を除けば所得水準はまだまだ低く、マーケッ

トとして見る場合、少数の富裕層に的を絞るか、大多数

の低所得者層をターゲットとするのかは難しい選択とな

る。また、電気、通信、上下水道、ロジスティクスといった

インフラの未整備は、当地を製造拠点とみる場合には乗

り越えるべき困難である。さらに、金融制度や法制度の

未整備、スキルドワーカーの不足、オフィスビルや住宅

の不足といった点は、すべてのビジネスにとって考慮す

べきポイントとなる。

もちろん、電気、通信、上下水道といったインフラの

未整備を逆手にとって、インフラ開発などのビジネスの

機会を見出される企業もあろう。後発開発途上国として

今後急速な経済成長、生活水準の向上が見込まれるこ

とから、生活必需品のマーケットとして急速に拡大する

可能性もある。各企業の戦略いかんによって、魅力的に

もそうでなくも映る国である。

私が2013年11月にヤンゴンに赴任したころには、初

期的な調査のためにヤンゴンの当事務所を訪れる方が

多かったが、最近では上述のようなこの国の性格を検

討したうえで、具体的なビジネスケースについての進出
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や、その後の税務・会計などのご相談に来られる方が増

加している。

２．ミャンマーへの進出形態

ミャンマーへの外国企業の進出は活発であり、その

形態には、支店の設立、独資による現地法人の設立、

合弁会社の設立、外国にある持株会社の持分の取得、

受け皿会社を設立しての事業譲受などのパターンがあ

る。初期的進出としては、独資による現地法人の設立や

支店の設立となる。外国法人がミャンマー国内に支店を

設立する場合、支店は非居住外国法人として扱われ、

法人税率（源泉税率やキャピタルゲイン税率を含む）と

いう観点で不利となる。一方で、支店はコストセンターと

しての性格が強いと解されており、売上や利益が計上さ

れず、税金の納付がしばらくなくても税務当局は寛容に

対応している。一方、現地法人の場合、課税所得が長

年計上されない現地法人については、営業許可の更新

の際に、あらかじめ将来分の税金の前納が求められた

ケースなども過去に存在しており、現地法人については

利益の計上が前提となっていると考えられる。

現地法人については、1) 外国投資法の下でミャンマー

投資委員会(Myanmar Investment Commission: MIC)の

許可を得て外資会社を設立する方法、2) MIC許可をも

たない外資会社を設立する方法とがある。また、本稿執

筆時点で一部の会社がティラワ経済特区における、経

済特区法の下での会社設立、経済特区管理委員会へ

の許可申請手続に着手している。いずれも、独資でな

く合弁での設立も可能であり、また、一部事業について

は、内国資本との合弁によってのみ参入が認められるこ

ととされているから、日本企業が当地に進出するにあたっ

て合弁を検討する機会は多いと考えられる。
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また、ミャンマーでは外資企業による内資企業の株式

の取得には制限があるが、受け皿となる会社を独資ない

し合弁で設立し、ミャンマー内資会社から事業を譲り受

ける形などによりM&Aを行う事例もある。外国にある持株

会社の持分を取得し、間接的にミャンマー企業の支配

を獲得する場合には、当該国の買収取引の慣行に左右

されることとなろう。

３．合弁・Ｍ＆Ａにあたっての検 討事 項

外資企業による内資企業株式取得については制限

があるため、現地での時間を買うという観点からは合弁

会社の設立が有望なオプションとなる。

さて、支店や現地法人を独資で設立する場合と異な

り、合弁による会社設立の場合には、自社のみならず合

弁先からの払込が必要となる。ミャンマー内資会社との

合弁のケースでは、ミャンマー内資会社が持分比率に

応じた払込に足るだけの手許資金を持たない、あるい

は、ミャンマー内資会社が合弁会社の事業に適した土

地建物その他の資産を有している場合がある。このた

め、外資会社が現金を払い込む一方、ミャンマー内資

会社が土地利用権などの現物出資を行う形で合弁会社

を設立する事例も多い。ミャンマー内資企業との合弁に

あたっては、合弁会社がパートナーとしてふさわしいビ

ジネス上の能力を有しているか、払込に耐えられる十分

な原資を有しているか、現物出資を行う場合には、その

資産が出資割合に相応の価値を有しているかを十分に

検討する必要がある。

なお、会社設立後における増資について、ミャンマー

側パートナーが追加の払込に難色を示すケースも複数

みられる。大手ミャンマー企業は、複数の有望な投資プ

ロジェクトを抱えている一方、手許資金には限りがあるこ

とから、可能な限り資金の流出を遅らせようとする傾向に

あるようである。このため、将来的に増資が必要となるか

どうか、必要となる場合には、パートナー企業が十分な

払込に足る能力を有しているかどうかを確認し、払込の

タイミング・金額についての合意を得ておく必要があろ

う。

買収による場合には、ターゲット企業の有するリソー

スのうち、何が欲しいのかを慎重に検討する必要があ

る。特に、株式の取得（在外持株法人の持分取得を含

む）によるM&Aではなく、現金により事業や資産を買収

する場合には、必要な部分だけ買い、不要なものを置

いてくるという交渉を比較的柔軟に行うことが可能である

ため、必要な事業・資産の見極めを行うことが重要であ

るのは、他国での買収と同様であろう。

さて、買収や合弁といった形での進出は、支店や現

地法人を設立しゼロからスタートアップを行うケースに比

べると未だ事例が少ない。ミャンマーでは、一般に入手

可能な情報に基づき買収のターゲットや合弁のパートナーを

見つけることが難しく、また、仮に魅力的なターゲット、パー

トナーの目星をつけたとしても、これらに関する情報がき

わめて得にくいことがその一因と考えられる。また、目星

を付けた後、合弁・買収先候補と話していると経営方針

等がまったくかみ合わず、合弁・買収をあきらめるケース

も多い。我々のM&A専門家は、合弁・買収等の機会を

企業にご紹介する場合、早い段階から対象先と直接話

し合うことをお勧めしている。

合弁会社を新設して新たに事業をスタートする場合

には、いわゆる財務デューデリジェンスや税務デューデ

リジェンスが必要ないことも多い。従前より取引関係が

あったディストリビューターや提携先、あるいは、これらの

オーナーが所有していた会社などを合弁先として選び、

デューデリジェンスの手続きを全く行わない事例もある。

しかし、ミャンマー側パートナーから資産や事業の全部

または一部を譲り受ける場合には、デューデリジェンス

や資産・事業価値の評価を検討する必要があろう。

4．デューデリジェンスや資 産・事業価 値 評 価

ミャンマーには、他国と比較しても遜色のない会計基

準が存在し、すべての会社に財務諸表の監査が求めら

れている。とはいえ、誤解を恐れずストレートにいうなら

ば、これは制度の話であって、実務上運用されていると

過信しないほうが無難である。すなわち、合弁先や買収

ターゲットが、会計基準に準拠した財務諸表を作成して

いるとは限らない。さらに、払うべき税金を支払っていな

かったり、いわゆる二重帳簿を作成して課税を逃れたり

という内資企業も多いようである。このような状況では、

合弁先や買収ターゲットから提供される財務情報をその

特 集 :  ミャンマーでのＭ＆Ａや合弁事例において企業が直面した落とし穴
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まま信用することは賢明でない。また、買収にあたって

は、必要なもの、置いてくるべきものの洗い出しと、それ

にいくら払ってよいのかを評価する必要がある。

当地での財務・税務デューデリジェンスによる検出事

項には、例えば以下のようなものがある。

(1) 財務情報のクオリティ

対象会社は会計基準(MFRSないしMFRS for SMEs)

に従って財務諸表を作成していると主張していても、多

くの場合、大幅な修正が必要となる。財務情報全体の見

直しが必要となる場合、デューデリジェンスの範囲を絞

ることが困難となるため、デューデリジェンス自体に時間

とコストが必要となることがある。また、財務情報に大幅

な修正が必要となる場合、経理部門あるいは、その上流

にある各部門（営業、購買、生産、倉庫部門など）のど

こかにプロセス上の欠陥ないし内部統制上の欠陥があ

る。これらを立て直すコストは将来事業計画に織り込む

必要があり、買収価格の算定にも影響を与え得る。

(2) 税務申告書と会計記録との相違

税務申告書に記載されている売上高や利益と、会計

記録のそれとが異なる事例がある。すなわち、合弁相手

ないし買い手に提示する会計記録と、租税回避用に作

られた数字との差を示す場合がある。特に買収の場合

は将来的な徴税・ペナルティのリスクがあるため、買収対

象から一切の租税債務を切り離すことが可能かどうか検

討する、あるいは補償条項によるリスクの軽減が可能で

あるかを検討する必要があろう。

(3) 関連当事者取引

ミャンマーでは、オーナー（やその一族）が所有・経営

する複数の会社が有機的に連動して事業を展開してい

ることは少なくない。ある会社の費用の支払いを他の兄

弟会社が行っていたり、ある会社に属しているはずの従

業員が他の会社のために無償で働いていたりする。こ

のような関係がある場合には、買収の前提となる財務情

報や将来事業計画にどのように反映するかを検討する

必要がある。なお、ミャンマーでは連結財務諸表の作成

は一般的ではなく、グループの全体像を見ることは難し

い。

5.  合弁・M& A後 の事業 運営

内資会社との合弁やM&Aでは、すでにミャンマーに

存在するリソースを活用することができるという利点があ

るが、この利点がともすると落とし穴になる場合がある。

我々会計事務所が接する機会の多い経理周りで、企業

が直面した落とし穴には以下のようなものがある。

(1) 過去の業務プロセス

ミャンマーでの経理人員のリクルートは難しいため、

合弁パートナーや被買収会社で業務に従事していた人

員が、そのまま経理業務にあたってくれるのは心強い限

りである。しかし、ミャンマー内資会社が会計基準に準拠

した財務諸表・会計帳簿を作成していないケースは少な

くない。このような環境での「経験者」にそのまま経理を

任せた結果、経営や外部報告に有用な経理情報が作

成されないという事例がある。また、いわゆる現金収支の

ようなもののみ作成し、仕訳（複式簿記）による会計記録

の作成経験がなかった方もおられ、親会社・本店への会

計報告がままならない事例もある。また、経理部門のみ

ならず、会計情報の上流部門（営業、購買、生産、倉庫

など）が適切な記録をしておらず、経理部門に適切な情

報が流れていない事例もある。

このような落とし穴を避けるためには、重要なプロセス

については、取引記録や証憑がどのようなフローで各部

門から経理につながるのかを理解しておく方が無難であ

る。また、スムースな経理・税務実務を実現している会社

の成功例を見ると、親会社や他国から経理規程・マニュ

アルを移植している。また、CFOといったハイレベルな役

職者のみならず、日ごろの業務を直接指揮するマネー

ジャクラスに他国での経験者を配置して、仕組みの徹底

を図っている企業は比較的うまくいっているようである。

(2) 税務申告・納付

合弁先や買収先の経理人員がそのまま業務を担当

する場合、税務については、ミャンマーにおける実務経

験があるという理由で外部税務専門家への業務の委託

を見合わせることが比較的多いようである。しかし、ミャ

ンマー企業の多くは適切な税金の申告・納付や源泉徴

収の実務がなかったのであり、実務経験に頼った結果と
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して、税法を無視して進んでいる事例が複数あった。幸

い、現在のところ税務当局は積極的にペナルティを課し

ておらず、課税所得水準も小規模（ないし赤字）であるこ

とが多いため、大事に至ることは少ないようであるが、コ

ンプライアンスの観点からは留意が必要である。

税金の申告・納付については、税務専門家に一度ス

ケジュールや手順のアドバイスを求め、社内の認識と一

致しているかどうかを再確認したほうが良い。

(3) ERPシステム・会計システム

ミャンマーでは、ERPシステムや会計システムを使わ

ず、マニュアル（表計算ソフトなどを使っている場合を含

む）で取引記録を残している場合がまだ少なくない。事

業規模が小さいうちは、ERPや会計システムは不要、と

いう日本企業も少なくないが、経験の少ない人員に、自

由度の高いマニュアルでの取引記録を任せると、その

チェックの工数が多大に発生する。チェックをしないと、

記録自体が到底信頼できないレベルとなる可能性があ

り、最悪、法定監査すら不能となる場合もある。逆に、

買収後に高度なERPを導入したものの、その運用方法

についてトレーニング期間を十分にとらなかった企業で

は、従来のプロセスとERP導入後のプロセスの違いにつ

いていけないという事例もある。この事例では、一部の

既存人員が今までのやり方（マニュアルでの記帳）を使

用し続け、ERPに情報を入力しなかった結果、一部は紙

の帳簿、一部はＥＲＰと取引記録が複数に分散してしま

い、結果として取引記録がまったく意味不明となってしま

った。

必要な範囲でシステム・ソフトウェアの導入を行うとと

もに、その運用方法について十分な指導を行うことが、

経営上必要な正確な情報を担保するうえで重要であ

る。なお、導入時には、変更前の帳簿類（マニュアルで

の記帳なり、もともとの企業が使っていたシステムなり）が

適切に新システムに移行されているかどうかの検証は最

低限必要である。

6． 終わりに

ミャンマーは市場として、あるいは輸送拠点、製造拠

点として魅力的な国であると考える企業は多い。しかし

ながら、国際的なレベルの実務へのキャッチアップは、

まだスタートしたばかりである。このため、これまで述べて

きたような企業が直面することの多い課題を踏まえ、合

弁・M&A計画のフィージビリティスタディやデューデリジ

ェンスを通じて、通常以上に事業開始前後における要

整備項目や要改善点の洗い出しと、これに対処するア

クションプランの策定に重点を置く必要があろう。
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2013年　ミャンマー・ヤンゴンのUTW	Consu l t ing 	L imi ted	（現

　EY	 UTW	 (Myanmar) 	 L imi ted）に赴任。ミャンマー進出日本

企業を中心に、会社設立、監査、税務、その他アドバイザリー

業務に従事

日本国公認会計士・米国公認会計士（カリフォルニア州）

趣味はスノーボード、最近始めたゴルフ
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特　集

アジ ア に お けるデ ジ タル 技 術 の 普 及 と
そ の イ ンパ クト
Google	asia	Paci f ic 	P te. 	Ltd .
Senior 	research	Manager, 	Market 	 insights

柿原　正郎

はじめに：世界で 一 番多様な地 域、アジア

いま本稿を手にとってお読みになっている皆さ

んのほとんどは、机の上、もしくはポケットや鞄の

なかにスマートフォンをお持ちなっているのでは

ないかと思います。そして、さらに皆さんのなかの

多くはアイパッド（iPad）やキンドル（Kind le）のよ

うなタブレット端末も個人でお持ちになって、自宅

のリビングで動画を見たり電子書籍を読んだりし

ている人もいらっしゃるのではないかと思います。

パソコンだけでなく、こうした様々なモバイル端末

をプライベートでも仕事でも使うことは、今ではそ

れほどめずらしいことではなくなりました。

ただ、いま少し振り返ってみれば、実はスマー

トフォンがはじめて登場したのは、今は亡きアップ

ルのスティーブ・ジョブズがアイフォーン（iPhone）

を発表した2007年6月、いまからたった7年前でし

かありません。グーグルがアンドロイド（Andro id）

と い う ス マ ー ト フ ォ ン 用 の 基 本 シ ス テ ム を 無 償 提

供し始めたのも2007年11月です。そこから、世界

中で怒涛のスマートフォン普及の流れが生まれ、

たった7年で我々の日常生活を大きく変容させま

した。スマートフォンが我々の生活にどれほど深く

浸透し欠かせないものになっているかを考えるに

は、「もしそれがなかったら」と考えるだけで十分

でしょう。

しかし、こうしていま我々の目の前に見えている

デジタル技術の普及は、世界のなかで均一的に

進んでいるわけではありません。デジタルに限ら

ず、技術の普及というものは、国や地域ごとのさま

ざまな社会経済的な要因によって、そのスピード

や広がりかたが異なります。そして、その普及パター

ンの多様性において、アジアはきわめてユニーク

な地域といえます。一方の極に、日本やシンガポー

ルのようなデジタル先進国があり、また逆の極に

はインドやインドネシアなどの巨大なデジタル発

展途上国もあり、それらがひとつの「アジア」という

巨大な地域に含まれているのは、アメリカやヨーロッ

パにも見られない特徴です。

本稿では、こうしたアジアにおけるデジタル技

術の普及状況を考察するために、弊社で2014年

2月に世界約60ヶ国で実施した調査「Connected 

Consumer　Study」１から、特に各国のインターネ

ットの普及率とスマートフォンの利用動向に絞っ

てデータをご紹介しながら、今後のアジアにおけ

るデジタル技術普及の展開とその含意を考えて

みたいと思います。

インターネットの普及：
日本 、オセアニアは世界有数のネット普及国

先進国では、インターネットが電気や水道と並

ぶ重要な生活インフラであるとの認識は既に広が

り、1990年代から積極的に商用ブロードバンドイ

ン タ ー ネ ッ ト の 整 備 が 進 め ら れ て き ま し た 。 日 本

においても、2001年に政府において策定された

「 e - J a p a n 戦 略 」 に よ っ て 、 ブ ロ ー ド バ ン ド イ ン

タ ーネットが急速に普及しました。同時に、モバイ

ル・インターネット環境の整備も積極的に進めら

れ、2001年にNTTドコモが世界に先駆けて第三

世代（3G）のモバイル通信システムを市場に導入

しました。2014年第一四半期の時点で、日本のイ

ンターネット普及率は86%にまで上がりました。ア



7

ジアでは、他にオーストラリアやニュージーランド

においても90%近くまで普及しています。

一方で、アジアの他の国のインターネット普及

率を見てみると、調査対象の57ヶ国のなかで上位

から下位まで満遍なく広がっています（図1）。 台

湾、韓国、シンガポールは80%前後、そして中国、

香港が70%前後に位置づけているなか、フィリピ

ン、マレーシア、ベトナム、タイなどの東南アジア

諸国のインターネット普及率は依然50%前後と低

い水準に留まっており、さらにインドは国民の3割

にも満たない人しかインターネットを利用しておら

ず 、 調 査 対 象 国 の な か で も っ と も 低 い 普 及 率 と

な っています。いま、東欧や中南米、さらにはア

フリ カ 諸 国 に お い て も イ ン タ ー ネ ッ ト が 急 速 に 広

が っているなか、特にインド、タイ、インドネシアの

インターネット普及の遅れは顕著になってきてい

ます。これらがすべて「アジア」に含まれるというだ

けで、いかにアジアが多様な地域であるかは一目

瞭然と言えましょう。

こうしたインターネット普及のバラつきは、単に

技 術 的 な 要 因 に よ っ て の み 生 ま れ るわ け で はな

く、各国特有の社会経済要因に応じて多様な普

及パターンを生み出します。特に政府施策や規

制の状況や、民間企業による事業状況が各国ご

とにすべて異なるわけですが、やはり政官財が一

体となった社会投資がインターネットの普及を加

速させるためには必要になります。

スマートフォンの普及：
世界をリードするシンガポールと韓 国

冒頭にも書いたように、スマートフォンは2007

年の登場以降、瞬く間に我々の毎日の生活のな

かに浸透していきました。スマートフォンは、もは

や「ケータイ電話」という括りでは捉えきれず、音

声通話機能だけでなく、インターネット利用、ゲー

ム、音楽、メッセージング等、多種多様な機能を

包含した汎用型複合情報端末＝「スマートデバイ

ス」とでも言えるものに進化を遂げました。

このスマートフォンの普及も世界各国で様々な

様相を呈しています（図2）。2014年第一四半期

の調査において、世界のスマートフォン普及にお

い て 、 ト ッ プ 2 を ア ジ ア の 国 が 獲 り ま し た 。 1 位 は

8 5% の シ ン ガポー ル 、 そし て 2 位 は8 0% の 韓 国 で

す。いま、シンガポールでは、店舗内だろうが電

車の中だろうが、どこにいてもたくさんの人たちが

スマホを片手にゲームをしたり動画を見ていたり

する光景を皆さんもよく目にすると思います。

一方、かつてモバイル先進国と呼ばれた日本

のスマートフォン普及は依然46%に留まって、調

査対象国57ヶ国の平均（49%）よりも低い水準にあ

ります 。日本の周辺では、南アフリカ（47%）、クロ

アチア（46%）、ロシア（45%）などがあり、2014年現

在において、お世辞にも日本のことをモバイル先

進国とはいえない状況にあります。これはやはり、 

特 集 :  アジアにおけるデジタル技 術の普及とそのインパクト

図1：インターネット普及率（% 、個人利用、Q1 2014）
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日本で通称「ガラケー」と呼ばれるフィーチャーフ

ォンが依然として広く使われており、その日本国

内特有のフィーチャーフォン市場の発達により、

他の国に比べてスマートフォンの普及が遅れてし

ま っ て い る と い う 背 景 が あ り ま す 。 事 実 、 日 本 の

フ ィーチャーフォンは非常に高性能で、ネット接

続、高性能カメラ、ゲーム機能等、極めて多彩な

機能が搭載されており、敢えてスマートフォンに

切り替える必要がないと感じる人がまだまだ多く

いるのも事実です。

東南アジアに目を向けると、フィリピン（41%）や

タイ（40%）ではある程度スマートフォン普及が進

んできてはいますが、総じてまだまだ初期の普及

段階にあるといえます。さらに、インターネットその

ものの普及が遅れているインドでは、スマートフォ

ンに関しても22%と調査対象国中最下位となって

いますが、インド全体の人口（12 . 5億人）を鑑み

れば、たった22%でも2.75億人という日本の人口

の二倍以上のスマートフォン利用者がいることに

なり、現時点でも世界最大級のスマートフォン市

場であることは間違いないです。

「モバイル・ファースト」が 顕著なアジア

本稿では紙幅の関係で、調査結果から紹介で

きるデータの数に限りがありますが２、これまでイン

ターネット普及とスマートフォン普及という基本的

なふたつの指標を見ただけでも、アジアのデジタ

ル技術普及のユニークな状況が見えてきました。

まず明らかなのは、このアジアという地域は、デ

ジタル技術の普及度合いに関しては、成熟した先

進国から普及初期段階の発展途上国まで、さまざ

まなステージの国が入り乱れており、「アジア」全

体を一括りにして語る意味はないと言えます。こ

のようなアジアのデジタル技術普及における多様

性は、世界の他の地域にはまったく見られないも

のです。しかも、アジアには中国、インド、インドネ

アという巨大な市場が存在しており、その国土の

大部分（特に非都市圏）ではインターネット接続

環境がまだまだ十分に整備されておらず、そうし

た未開拓市場の規模の大きさもアジアの特徴と言

えます。

さらに、アジアに特徴的な点として挙げられる

のは、PCの普及よりも、スマートフォンの普及が

先に進んでいる、いわゆる「モバイル・ファースト

（Mobi le First）」の状況が発生している国が多数

存在することです（図3）。今回の調査対象のアジ

ア14ヶ国のなかで、スマートフォン利用率がPC利

用率（デスクトップPC、ラップトップPC、ノートブッ

ク、ウェブブック含む）を上回っている国は、なん

と9ヶ国もありました。これが意味することは、人々

のインターネット利用において、もはやPCではな

く、スマートフォンがインターネット利用のプライマ

リーデバイス（主要なネットアクセス端末）になって

い る と い う 事 実 で す 。 い ま イ ン タ ー ネ ッ ト 利 用 の

図2：スマートフォン利用率（% 、Q1 2014）
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「当たり前」は、時間や場所にとらわれず、すぐに

ポケットの中からスマホを取り出し、メッセージン

グアプリを立ち上げて友達とコミュニケーションし

たり、ニュースアプリを立ち上げて毎日の出来事

を追いかけたり、マップアプリを使って予約を入れ

たレストランの場所を確認したりすることであり、家

に帰ってPCの前に座り、ウェブブラウザを立ち上

げ、ポータルサイトでニュースを見たり検索をした

りするインターネットの利用の仕方は、今後ますま

す「不自然」なものにさえ映るようになってくると思

います。

こうした「モバイル・ファースト」の動きが世界で

もっとも急速にまた大きなスケールで広がってい

る の が ア ジ ア で す 。 ア メ リ カ や ヨ ー ロ ッ パ の 先 進

国、さらには日本のような成熟市場しか見ていな

いと、このような「モバイル・ファースト」のインパク

トはなかなか見えてこないのですが、この動きが

既に起こっているシンガポールや韓国や中国だ

けでなく、今後早晩インドネシアやインドにも広が

り、モバイル端末からしかインターネットを利用し

ない人々がインターネットユーザーの大部分を占

めるようになるのは間違いありません。

デジタル時 代の事業設 計における要諦

こうしたアジアにおける大きなデジタル技術の

普及のうねりを目の前にして、事業者サイドの課

題としては、どのようなことに留意すべきなのでし

ょうか。いま、業種・業界に関係なく、今後のアジ

アにおける事業展開における重要な視座を2つほ

ど提示しておきたいと思います。

(1) アジア各国の生活者の情報行動の理解

上で見てきたように、いまアジアにおけるデジタ

ル技術の普及は、ざっくりと一括りで捉えられるよ

うな単純な状況にはありません。日本やオーストラ

リアに見られるようなPCベースのインターネット利

用が中心のデジタル先進国のほうがアジア全体

で見れば特殊な事例とも言え、逆に東南アジアや

インドに見られるモバイル・ファーストのデジタル

技術の普及やインターネット利用がアジアの主流

であると言っても過言ではない状況です。

こうしたデジタル技術の普及により、いま大きく

変わりつつあるのは、生活者の情報行動のプロセ

スです。広義の情報行動とは、情報への接触、取

得、利用、共有などが含まれますが、デジタル技

術の普及は、こうした人々の情報行動にダイレクト

に変化をもたらします。これまで、テレビや新聞で

世の中の動きを把握していた人が、インターネット

特 集 :  アジアにおけるデジタル技 術の普及とそのインパクト

図3：PC-スマートフォン利用率比 較（% 、Q1 2014）
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を通じてニュース記事を読んだりソーシャルメディ

アで流れてくる情報に触れたりすることが増える。

これまで実際の店舗で本や音楽CDを買っていた

人が、eコマースサイトで商品を購入するようにな

る。こうした情報行動が、いまPCからモバイルに

急速に移っていくことにより、「いつでも・どこでも」

できるようになる。いま、本稿をお読みの皆さんが

「もうスマホ無しの生活なんて考えられない」と感

じるような現実が、今後数年のうちに、東南アジア

とインドで怒涛の勢いで広がっていきます。その

際、そのデジタル技術の社会的受容とそれによる

人々の生活の変化は、それぞれの国の社会経済

状況や制度・規範の違いによって、多種多様なプ

ロセスを経ることになります。こうしたアジア各国の

人々の情報行動の急速な変容は、目の前の実体

経済にリアルな変化が見えてきた頃には既に大

方の趨勢は決まってしまっていることでしょう。ア

ジア各国の生活者の情報行動について、いま一

度正確に理解する努力を惜しまない姿勢がいま

非常に重要になってきていると思います。

(2) モバイルへの積極投資

い ま ア ジ ア で 急 速 に 広 が っ て い る 「 モ バ イ ル ・

ファースト」のトレンドについては既に上で触れま

した。この 「モバイル・ファースト」という捉え方も、

実は、PCベースのインターネット利用が主流であ

ると当然のように思ってしまっている筆者も含めた

デジタル先進国の人間のものの捉え方でしかな

く、インドやインドネシアやマレーシアの人にして

みれば、敢えて「モバイル」という言葉を付ける必

要もなく、モバイルベースのインターネット利用が

そ の 人 々 に と っ て の 「 当 た り 前 」 で あ る こ と で し ょ

う 。 そ の よ う な 新 し い 現 実 と し て の 「 モ バ イ ル ・

フ ァースト」環境が、既存ビジネスにもたらす影響

は甚大です。新規顧客の開拓、既存顧客の関係

維持、様々なマーケティング施策の実施など、対

外的な事業展開において、当然ながらこの「モバ

イル・ファースト」の生活者行動を前提にしなくて

はなりません。

し か し な が ら 、 実 際 に 多 く の 企 業 が と っ て い る

活動は、依然としてテレビや新聞のような伝統的

メ デ ィ ア を 使 っ た マ ス マ ー ケ テ ィ ン グ や P C ベ ー

スのデジタル施策でしかなかったりします。今年

2014年に大手コンサルティング会社のボストン・

コンサルティング・グループ（BCG）が様々な業界

の ト ッ プ 企 業 1 5 0 0 社 を 対 象 に 実 施 し た 「 G l o b a l 

Innovators Surveys 2014」３によれば、 その戦

略的重要性を高く評価しているにもかかわらず、

現時点においてそこから十分な成果をうみだせて

いない領域として、ビッグデータと並んであがった

のがモバイルでした。生活者サイドでこれだけ顕

著に進んでいる「モバイル・ファースト」の流れに

対して、事業者サイドは依然として自社の事業活

動の「モバイル・ファースト」対応に苦戦している

様子がうかがえます。これは一概に企業側の怠慢

というわけではなく、頻繁に登場する新型スマート

フォン端末やOSのアップデートなどで、自社の施

策を迅速にモバイル対応させていくことが難しい

という技術的要因や、事業活動のモバイル対応の

ベストプラクティスと言えるものが業界内でまだ十

分に蓄積・共有されていないという経験的な問題

もあると思います。

とはいえ、これほどまでにたくさんのアジアの生

活者が「モバイル・ファースト」化しているなか、業

界を問わず、いまモバイル領域への果敢な投資と

事業活動の抜本的なモバイルシフトを進めていか

ないといけないことは明らかでしょう。まずは、基

本的な事業設計と意思決定における「マインドセ

ットのモバイル・ファースト化」が喫緊の課題だと

思います。

さいごに：「すでに起こった未 来」に
乗り遅れないために

本稿では、インターネットとスマートフォンとい

う基本的なデジタル技術の普及状況を実際の調

査データを引用しながら概観し、アジアにおける

その社会経済的なインパクトについて考察しまし

た。

インターネットの商用利用が世界各地で始まっ

たのが1980年代後半。日本で最初の本格的なモ

バイルIP接続サービスであるNTTドコモのi-mode
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トフォンの原型となるiPhoneが市場に投入された

のが2007年。これらのデジタル技術が世の中に

広まっていって、まだ四半世紀ほどしか経ってい

ませんが、その間に引き起こされた様々な社会変

容の規模は、まさに現代社会における地殻変動

ともいえるほどの大きなものでした。インターネッ

トの普及により、市井の人々が世の中に散在する

膨大な量の情報へのアクセス手段を手に入れ、

経済価値の創出や知識創造の仕組みが大きく変

わり、そして今、その力が手の中に収まるほどの

小さなスマートフォン端末に凝縮され、いつでもど

こからでも地球規模の膨大な知識にアクセスする

ことができるようになりました。

いまアジアでは、こうしたデジタル技術の普及

が、それぞれの国によって異なるステージで同時

多発的に進んでいます。こうした複雑かつ本質的

な社会変容を的確に理解するために重要な視座

について、社会生態学者のピーター・ドラッカー

は次のように説いています。「重要なことは、すで

に起こった未来を確認することである。すでに起

こり元に戻ることのない変化、しかも重大な影響を

もつことになる変化でありながら、未だ認識されて

いないものを知覚し、かつ分析することである」４。

いま、アジアのデジタル技術の「すでに起こった

未来」も、皆さんのすぐそばで気づかないうちに

日々の生活の奥深くにじわじわと染みこんでいっ

ているはずです。  

特 集 :  アジアにおけるデジタル技 術の普及とそのインパクト

１　Goog l eが2011年から毎年実施しているイン

ターネットとデジタル技術の普及状況に関するグ

ローバル調査。世界57ヶ国において統一的な調

査設計と実査にもとづいて実施。サンプルベース

は、全国代表性を担保するウエイト補正をした各

国1,000サンプル（インドのみ4,000サンプル）。

調査手法は電話および対面インタビュー方式。  

２ 　本 稿 で 紹 介 し た 「 C o n n e c t e d 　 C o n s u m e r 

S u r v e y 」 の デ ー タ も 含 め 、 世 界 各 国 の 生 活

者 の メ デ ィ ア 行 動 調 査 の 結 果 を ウ ェ ブ サ イ

ト 「 C o n s u m e r 　 B a r o m e t e r 」 （ h t t p : / / w w w .

consumerbarometer .com/）にて公開している。

さらに詳しいデータにご関心のある方はぜひアク

セスして頂きたい。 

３  BCG “Most Innovat ion Companies 2014”, 

BCG Perspect ives, 最終アクセス：2014年10月

30日.　h t t p s : / /www . b c gpe r s p e c t i v e s . c om/

content/ar t i c l es/ innovat ion _g rowth _d ig i t a l _

economy_ innovat ion_ in_2014/  

4 P.F.ドラッカー「すでに起こった未来−変化を

読む眼」（ダイヤモンド社、1994年）
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１． 昨 今のオフィス賃 貸マーケット動向

直 近 の シ ン ガ ポ ー ル の オ フ ィ ス 賃 貸 マ ー ケ ッ

トは引き続き堅調に推移している。2013年の第2

四半期以降、上昇を続けており、特にグレードA+

及びグレードAクラスのオフィスビルの賃料がマーケッ

ト を 牽 引 し て い る 。 シ ン ガ ポ ー ル で は オ フ ィ ス ビ

ルのグレードを高い順に、グレードA+、グレード

A、グレードB、グレードCと言い、その区別・定義

は各エージェント毎に若干の差異がある。グレー

ドA+としてイメージされるビルは、例えばMar i n a 

Bay Financia l  Centre,、Asia Square、Ocean 

Financia l  Centre等である。Raf f les Placeの平

均賃料は2014年第2四半期にはRaf f les　Place/

Mar ina　Bayエリアで1.1％上昇した。第1四半期

の上昇率が1.5％だった事からすると上昇率は落

ちているが、Central  Business Distr ict (CBD) 

エ リ ア に 対 す る オ フ ィ ス 需 要 は 引 き 続 き 強 い 事

と、CBDエリア内で新規に供給される床が限定的

である事から、少なくも年末までは同様の動きを

見せるものと予測される。Raf f les　Place/Mar ina 

BayのグレードA+ビルの賃料は第2四半期で1.4

％上昇しておりエリアの全体平均より上昇率が高

い 一 方 、 グ レ ー ド A の 上 昇 率 は 0 . 9 ％ と な っ て い

る。グレードBに至っては0.4％の上昇に留まる。

2014年第2四半期は直前の四半期と比し大型

の 賃 貸 借 契 約 が 複 数 交 わ さ れ て お り 、 マ ー ケ ッ

ト内のセンチメントは上向き、賃料上昇圧力は継

続している。2013年第4四半期と2014年第1四半

期で50,000sq f （平方フィート、1sq f＝0.093㎡）

超の取引は2件程度しかなかったが、第2四半期

特　集

シ ン ガ ポ ー ル の オ フィスリー シ ン グ マー ケ ット

Knight	Frank	asia	Paci f ic	
(seconded	f rom	Sumitomo	Mitsui 	Trust 	Bank)
Manager

直井　大輔	

だけで3件の取引が成立している。傾向としては

分散されていたオフィスの統廃合によるものが多

い。拠点の統廃合による経済的効果は高く、受付

スペースやミーティングスペース或いはパントリー

設備の共有化により、最大で40％近くの経費を効

率化できるとも言われており、中長期戦略の観点

からも有効に作用する。もう一つの大きな流れとし

てはシンガポール政府主導で進めている地方分

散の動きである。当初は懐疑的な見方も多かった

が、郊外で積極的に開発されているエリア・物件

ではその不便さを感じさせない作り込みとなって

おり、複数の大型賃借人が纏まったフロアーを賃

借する事となっている。賃料の上昇傾向と共に、

ロケーションへの拘りが少ない企業やバックオフィ

ス機能を統廃合させようとする企業からこうした郊

外 の 新 築 大 型 オ フ ィ ス へ 移 転 す る 動 き が 見 ら れ

る。

CBDではこの先1年程度の間に竣工する大型

のハイグレードのオフィスビルは限定的で、中心

部に所在する事に意義を見出す賃借人や、特に

1フロアー全体を使用する事を希望する賃借人に

とっては非常に限られた選択肢となっている。現

在のところ、竣工間近のオフィスビル以外に1フロ

アー全て使用可能となっているグレードA+もしく

はグレードAのビルは非常に稀で、各階の一部分

がバラバラと空いているのみとなっている。
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２． 今後 の賃料動向予 測

金 融 機 関 や 法 律 事 務 所 等 を 中 心 と し て 引 き

続 き C B D 内 の オ フ ィ ス へ の 需 要 は 増 え る 見 込

み。Knight　FrankではCBDの賃料は2014年末

までに更に約10％程度の上昇を見込んでおり賃

貸人側も強気の交渉に出てくる事が予測される。

これまでの賃借人候補者に加え、急遽発生した

Equ i t y　P l aza全賃借人退去の事態（*１）で、需

要と供給のバランスは更に崩れ、より賃貸人有利

な環境となっている。更に大型の床を一度に必要

とする需要は、オフィスの統廃合ニーズの増加に

伴い、引き続き強いと予測される。一方、築年の

古いビルに対しては、上記の理由により新築の大

型ビルへの移転需要が高まる事から、賃料下落

の圧力は高まる見通しである事から、これら築古

ビルの賃貸人は賃料の引き上げには二の足を踏

むであろう。2014年から2019年までの長期予測

では、Knight Frankではシンガポールのオフィス

賃料は25%上昇すると見込む。これは稼働率、グ

レードA+ビルの賃料、GDP、個人あたりのGDP、

インフレ率、投資額、雇用・失業率等の各指標を

独自のモデルで回帰分析した結果出された数値

である。

（*1）本年9月、Equ i t y　P l a z a入居中の全賃

借人に対しRedeve lopmentを理由として6ヶ月以

内に退去するようにとの通知が出された。築年の

古いビルの賃貸借契約書にはRede v e l o pmen t 

C l a u s eが入っている事は一般的であるが、実際

に6ヶ月という短期間で退去を通知した事例として

は異例。

３． オフィス賃借時のマーケット
        プラクティス

ここでは、シンガポールでオフィスを賃借する

場 合 の 全 体 の 手 続 き 及 び 留 意 点 に つ き 記 載 す

る。まず最初に留意すべき点として挙げられるの

は、シンガポールでは賃貸人が圧倒的に強いマー

ケットであるという事。定期借家契約が基本となっ

ている為、日本の普通借家契約のように賃借人を

保護するという観点は全く無く、賃貸条件はマー

ケット環境や交渉次第ではあるものの、交渉も賃

貸人優位に進む事が多い。

オフィスを探索をする上での活動概要及び各

時点での留意点を以下の通り示す。

① 物件情報収集

探 索 時 点 で の 空 オ フ ィ ス 情 報 に つ い て は 、 一

般 的 に は 不 動 産 エ ー ジ ェ ン ト を 通 じ て 情 報 入 手

する事になるであろう。大手のエージェントであれ

ば扱う情報の量、内容は左程変わらない。シンガ

ポールでは通常の場合、賃借人は仲介手数料を

払わなくて良いとされている。物件情報を集める

際には、賃借人側の要求内容が如何に具体的に

なっているかという事が重要となる。エリアや予算

の上限額の他に何を優先的に検討するかを事前

に社内打合せできていれば、活動がスムーズとな

る。例えば、MRT駅至近を強く希望するかどうか、

近くにレストランがあるかないか、雨用シェルター

を経由して通勤できるかどうか、ローカルスタッフ

の意見を重要視するかどうか、ビルのグレードや

築年数を気にするかどうか、入口にセキュリティー

ゲートがあるかどうか、発電設備があるかどうか等

が挙げられるが、これらは実際に物件選定する際

に意外と影響を及ぼし得る項目となる。全ての要

求を満たす案件は自ずとグレードの高いビルとな

りがちであり賃料も高くなる為、何を優先させるか

の判断基準を事前に決めておく事は肝要である。

② 物件内覧

通常の場合、ある程度のクライテリアに基づい

て約10件程度絞り込んだ上で物件内覧を申し込

特 集 :  シンガポールのオフィスリーシングマーケット
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む。物件情報は常に動きがある事から、内覧希望

日の1週間前に申し込めば十分であろう。内覧に

あ た っ て は 各 社 独 自 に チ ェ ッ ク 項 目 を 幾 つ か 作

り、各案件毎に各項目毎に点数を付けて行くと、

後で整理しやすくなるであろう。どこに重きを置く

かは各社の方針次第であり自由に決められたい。

ここでは内覧を手配したエージェントは賃貸人側

に賃借人候補者と共に一緒に登録される事にな

る為、内覧する前の段階でどこのエージェントと

内覧に行くべきなのかは一度検討されるべきであ

り、後々エージェントを変更して同じ物件を進談さ

せようとするとトラブルになるので留意した方が良

い。

③ 候補案件絞込

内覧の結果を踏まえ物件の順位付けをする。ま

た物件内覧から日が経っている場合には状況が

変化している可能性もある為確認が必要である。

各案件のフロアープランを受領し、内装業者（候

補者）にレイアウトプランを作成してもらい、それ

を基に案件を絞り込むのも方法としては有効であ

る。

④ 賃借人よりLetter Of Intent（LOI）提示

案件絞込の結果を踏まえ、エージェントを通じ

て若しくは直接、通常の場合1物件乃至2物件程

度 に 対 し L O I を 提 示 す る 。 L O I は 法 的 拘 束 力 の

無い書面となるが、賃借人側が希望する基本条

件項目を列挙して提示する。基本的に賃貸人は

LOIを提示してからでないと条件交渉に応じない

ケースが殆どである。例えば賃料がどの程度交渉

できるか等の事実もLOIを提示してからの交渉に

より始めて明らかとなる。また他者より先にLOIが

提示されると基本的にはそちらが優先的に交渉を

進める事になるので、どうしても抑えたい案件であ

る場合には早めにアクションを起こす事が必要と

なる。

⑤ 基本条件交渉

LOIに記載した基本条件（通常の場合、賃借面

積、賃料、賃借開始日、賃料発生日、契約期間、

駐車場台数、その他諸々の賃借条件）を記載す

るが、その項目毎に賃貸人側とエージェントを通

じてもしくは直接交渉に入る。通常の場合、何度

かやり取りをした後に賃貸人側から最終オファー

が出てくるので、そこで合意に達する事ができる

かがポイントとなる。LOI提示から条件合意まで早

ければ1週間程度、遅くても1ヶ月はかからないで

あろう。

⑥ 条 件 合 意 後 、 賃 貸 人 に て L e t t e r 　 O f 

Offer（LOO）作成

賃貸人より基本条件が記載されたLOOが発行

され、同時に賃貸借契約書の雛形が提示される

事が多い。LOOにも有効期限があり、通常の場合

は1週間程度であり、延長しても追加1週間～2週

間程度。ここでLOOにサインしない場合、案件は

再びマーケットに流れていってしまう。

⑦ 賃借人にてLOOへサイン、同時に諸費用

払込

LOOへのサイン時点が法的拘束力の発生とな

るポイントなので、賃借人にとっては一番重要とな

る。また同時に諸費用の払込が必要になるので、

事前に社内決済が取れている事が大前提となろ

う。通常の場合、1か月分の賃料の前払、セキュリ

ティーデポジット支払（3～6ヶ月賃料相当額）、リー

ガルフィー、スタンプデューティーを一度に払う必

要がある。

ここで注意すべきなのは、上記の通りLOI提示

からLOOへのサインまでスケジュール感であり、

ご覧のとおりこの間は約1ヶ月程度しかなく、本社

決裁を仰ぐ必要がある企業にとっては頭の痛いス

ケジュール感となる。本社決裁に回し1週間程度

で直ぐに回答が得られる企業であれば問題はな

いが、とても間に合わないという企業もいるのでは

ないだろうか。LOIを出す前の段階である程度の

大まかな内容で方針決裁を取り、条件交渉合意

後に事後決裁で済ませられるような社内手配が出

来ると理想的である。社内決裁が幾重にもあり時

間がかかる事が想定される企業においては、事前

に策を練られておかれる事を薦める。
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賃貸借契約書へのサインはその後賃借開始日

までの間にサインする事になる。

⑧ 内装工事

LOO及び賃貸借契約書へのサイン後、賃借開

始日以降は賃借スペースには自由に出入りが出

来る事になるので、内装業者は即座に工事を開

始する事にはなるが、内装工事開始前に内装業

者は確定したレイアウトプランを賃貸人に提出し

て認可を貰う必要がある。つまり、LOIを出し基本

条件交渉を賃貸人と進めるのと並行して内装業

者の選定を実施し、最終的な確定レイアウトプラ

ンを決めておく必要がある。各社毎にデザイン・

考 え 方 ・ 費 用 水 準 は 違 う の で 、 各 企 業 の 方 針 に

基づいて選定されたら良いだろう。内装工事にか

かる日数は、規模、設備等により一概には言えな

い。1ヶ月程度で済む場合もあれば、1年近く余裕

を見る企業もある。特に規模が大きく、IT関連等

の特殊設備を設置する予定がある場合には余裕

を見ておく方が良いだろう。

⑨ 引越

事前に定めた引越し予定日に入居する事にな

るが、重厚なIT設備や特別な設備を設ける企業

は余裕を持って予定を立てた方が良い。

⑩ 旧事務所の原状回復工事

引越完了後、旧事務所の原状回復工事を実施

する事になるが、賃貸人によっては次の賃借人の

為に内装を残したままでも良いとするケースもある

があくまでオプションと考えたほうが良いだろう。

結局原状回復工事をする事になったとしても費用

の負担は当該賃借人が持つ事になる。

賃借面積の規模や賃貸人側とのリレーション有

無等、状況により多少の違いはあるであろうが上

記が一般的な手続きの流れとなる。オフィスの移

転自体は各企業にとって頻繁に発生する事態で

はないかもしれないが、実際動き出すとなると活

動工程を想定し、時間軸を逆算した活動を意識

しないといけなくなる。大きな面積を借りる企業に

特 集 :  シンガポールのオフィスリーシングマーケット

とっては約1年、通常の場合でも6ヶ月ぐらい前に

は活動を始められる事をお薦めしたい。中にはシ

ンガポール在の駐在員の一存だけでは決定でき

ない企業もあるのではないだろうか。その場合は

更に早めに動き始め、本社に対してマーケット状

況を刷り込み、移転の意義等を並行して検討して

おきたい。現場本位で、移転する事ありきに進談

させたところ、後々本社より移転の意義、引いて

はシンガポール事務所の将来の絵姿を問われ想

定外に時間を費やしたというケースもある。賃借

人が探索活動時に依頼をかける事になるエージェ

ントは賃借人側に就くエージェントを意味してい

る。シンガポールでは1人のエージェントが賃貸人

側と賃借人側と両方の立場を取る事は法律上禁

止されている。つまり、賃借人側に立つエージェ

ントは交渉の観点から見れば賃借人の味方となり

賃貸人側と交渉にあたる事になるので、ここは対

峙する事無く上手に関係を維持される事が望まし

い。ここは日本とは大きく違う点である。

４． 結 び

シンガポールでは法体系、契約条文、商慣習

どれを採っても賃貸人優位である事は変わりは無

いので、事前に出来るだけ情報を仕入れた上で

活動に着手されると良いであろう。一言でオフィ

ス賃借と言っても、その意味合いは各企業様々な

捉え方がある。一時的に間借りしているという場合

を除き、数年或いは数十年は移転先に入居し続

ける事になるであろうから、活動は慎重にならざる

を得ないだろうし、日本の本社からも色々と意見

を言われて困惑する事もある。しかし、当地の商

慣習における活動スピードはとても早く、戸惑う事

も多いかもしれない。その際には上記内容をお読

みいただき、事前の知識吸収と準備の補助にな

り、皆様のお役に立てれば幸甚である。
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執筆者氏名

直井　大輔　（なおい　だいすけ）

経			歴

東京都出身。三井住友信託銀行株式会社不動産企画部付

Knight 	Frank社出向。

学習院大2000年卒、同年旧住友信託銀行入社。2002年より

不動産事業部門にて主に仲介営業を担当。この間シンガポー

ル支店短期トレーニーを経験し、2013年5月末より三井住友信

託銀行の提携先であるKn i g h t　F r an k社アジアパシフィック圏

統括事務所（シンガポール在）へ出向、現在に至る。日本への

I n b o u n d及び日本からのOu t b o u n d両方向の不動産ニーズ

（売・買・賃・借）に対応し、シンガポールを拠点にインドネシア、

マレーシア、タイ等の周辺国も担当。趣味はゴルフ。

特 集 :  シンガポールのオフィスリーシングマーケット
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■はじめに：

2015年末にASEAN地域の一大経済圏化を目指し

たAEC（ASEAN Economic Community）の発足が見

込まれています。その中でも特に注目を集めるのが、

タイに加えてカンボジア・ラオス・ミャンマー・ベトナム

(CLMV)の国々で構成されるメコン川流域の一大経済

圏です。人口2億人以上を有する“グレーターメコン”と

呼ばれるその経済圏は、インドネシア、マレーシアといっ

た“海のASEAN”とならび“陸のASEAN”の中心として

今後の成長が期待されています。

在星日系企業の皆様にとっても、AEC発足を契機

に、ASEANにおける新たな成長戦略を描かれていらっ

しゃる方や、一方でAECによる自社への影響がまだはっ

きりと見えず具体策はこれから、という方もいらっしゃ

るものと思います。AECの影響や見通しについては、

様々なメディアや本月報でも取り上げられていますの

で、今回は昨今注目を集めるメコン経済圏にフォーカ

スをあて、AEC発足を見据えた事業展開のポイントを

ご紹介いたします。

特　集

■メコン経済圏の今と将来
　～消費市場としての魅 力の高まり～

メコン経済圏は、メコン川流域に位置する国を一つ

のクラスターとして捉え、タイに加えてカンボジア、ラオ

ス、ミャンマー、ベトナム（CLMV）で構成されます。各

国の主言語・人種・通貨はそれぞれ異なりますが、共

通点は全て仏教国であり、倫理・道徳観で類似性を有

し、消費趣向や慣習においても共通性が高いと捉えら

れています。総人口は日本の約2倍にあたる2.5億人

を有し(2013年時点)、さらに2020年までのGDP年平均

成長率は10%近くと推定され、2020年には総人口がイ

ンドネシアを越える2.7億人、内アッパーミドル層以上(

年間所得15,000USD以上)が20%超を占める巨大な消

費市場に成長すると見込まれています。

※出典：IMF、JETROの公表情報より作成記述。

■AECが事業 環 境にもたらす影 響

現在、メコン域各国単独の市場規模故に新興国市

場として捉えられ、シンガポールやタイ、そして日本か

ら各国の販売代理店を通じて個別販売網を構築する

ケースが少なくありません。しかしながら、既にタイを拠

点とする流通・サービス・消費材をはじめとする多くの

タイ企業は、タイの国内消費市場からメコン地域への

事業展開が進んでおり、その傾向は一層加速するも

のと考えられます。AEC発足後は、更にメコン域内の

経済が活性化し、経済格差が緩和され、応じて商品・

サービスに求められる内容・質が均一化、向上すると

見込まれます。AECが事業環境にもたらす影響として

は、以下のポイントが上げられます。

A E C（ A S E A N 経 済 共 同 体 ）を 見 据 え た

メコン 地 域 事 業 展 開 の ポ イ ント
deloit te	Consult ing	Pte. 	Ltd .
Senior 	Manager

木下　達也
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•経済活性化により、消費者の経済力が向上する

•消費者の共通した嗜好性が高まる

•経済格差が縮まり、購買層の裾野が広がる

•人材の流動化がおこり、スキル人材が各国に進出する

•域内インフラの整備により物流機能が向上する

•関税障壁・外資規制の緩和によりビジネスの自由

 度が高まる

■AECにおけるメコン域の事業 推 進の
　ポイント

AEC発足により、域内通関手続きの電子化・簡素

化が実現され、主要都市を結ぶ高速ネットワーク(経済

回廊）整備が進むことで、物流コスト削減やリードタイ

ム短縮化が進み、商品・サービス・人材・情報の域内

流通スピードも大幅に加速することが想定されます。

先行して市場が成熟しているタイをメコン域の中核拠

点とし、共通市場圏としてマーケティング・サービス機

能を確立すること、また販売（商流・物流）はタイから全

体をコントロールしつつも、細分化される各国の流通

で有力代理店を抑え販売体制を拡充することなどが、

今後取るべき事業モデルとして考えられます。AECに

おけるメコン域の事業推進のポイントを、以下にまとめ

ます。

１．個別の国でなく地域として捉える

各国を単独マーケットとして捉えるのではなく、地域

として市場は捉えることが求められる。競争激化も予

想され、地域として捉えた上で、効率的な事業運営が

求められる。

2. 商品・サービスの均質化・質向上

国を超えた各都市間の連携が進むことで、域内全

体の経済発展が進み、購買層の裾野が広がり、共通

した嗜好性が高まることで、商品・サービスの均質化・

質の向上が求められる。

３．販売・サービス・物流網の整備

域内全体へ均質な商品とサービスを提供するため

に、販売・サービス・物流網の効率的な整備と運営が

求められる。

■おわりに

AEC発足後の初期段階では、メコン地域における

中核拠点をタイと捉え、地理的に隣接する各国、カン

ボジア、ラオス、ミャンマーを含めた一つの経済圏とし

て、各種商品、サービス展開が求められると考えられ

ます。また、ベトナムに関しては、単一国としての市場

規模から、今後のハノイ・ホーチミンそれぞれを中核と

した国内の南北経済圏の融合・発展度合いに応じて、

メコン域事業として連携を図っていくことも考えられま

す。在星日系企業の方々にとっては、国と地域の側面

からAECが自社に影響を与える直接的・間接的な“機

会”や“脅威”を定期的にモニタリングしながら、将来の

ASEAN事業戦略に反映・実行することも重要です。

(注)本稿の意見は個人的な見解を含むものであり、

弊社見解を反映するものではありません。

執筆者氏名

木下　達也　（きのした　たつや）

経			歴

2013年4月来星。シンガポールを拠点に東南アジア域の日系製

造業(電機・機械)を担当。

東南アジア諸国への事業進出や戦略立案、業務改善等のコン

サルティング支援に従事する。

特 集 :  AEC（A SE AN 経済共同体）を見据えたメコン地 域事業 展開のポイント
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セ ルフ チェック ⇄ セ ルフケ ア を 再 考 する
Ko	djeng	dental 	Centre	Pte	Ltd

	 	 	
　歯科医師

桜井　和郎

海外支社・本社の重責を担うビジネスパーソン

として自らの体調管理の重要性は認識されている

ことと思います。会社のキーパーソンが抜けてしま

いますと、上下の意思伝達・品質管理・フィードバックな

ど方向性を失い、会社の業績に影響しかねませ

ん。お口の中についても同じです。セルフケアや

客観的判断が行き届いてないままですと、知らな

いうちに問題が発生進行していることがあります。

年を重ねて感覚が鈍くなることで、気付いた時に

は問題が大きくなっていることがあります。問題が

起こる前に現状を把握し、どのように改善を図る

べきかを考えることが重要です。改善策を施し再

評価することで、改善策が適確な効果を奏してい

るか吟味することも大事です。適切なケアが行き

届いていれば、良い方向へ舵を切ることが出来ま

す。

歯科医師が悪くなった歯や歯周組織（歯ぐき・

骨）を治すことはもちろんです。さらに口内環境を

整備・指導することで、健康の寄与増進を図ること

も歯科医師の重要な仕事の一つです。歯科医院

で一連の治療を終えても、その後のケアが出来て

いなければ、健康の増進という効果は薄れてしま

います。身近な例を挙げますと、シンガポールは

高温多湿な国ですので、添加料・保存料の入っ

ていないパンはそのままにすると3日ほどでカビが

生えてきます。３日もあれば、細菌は自らの住み

やすい環境を作りだします。水場のヌルヌルした

ものは、細菌が住みやすく増殖しやすい集合住

宅です。歯の表面に付いている歯垢も同じです。

歯垢は食べ物が溜まっているのではなく、様々な

細菌の積み重なりです。この歯垢を溜まらないよ

うにするため、セルフケアが重要となるのです。

在星日本人歯科医師の役割は、第一に言葉の

壁を感じることなく診察診療を提供することにあり

ます。ローカル歯科医師にも優秀な歯科医師が

存在し、シンガポール国内において高いレベルの

歯科治療が提供されています。ただ風邪や怪我

などの一時的な病気や外傷と違い、歯科は数回

の治療や長期のメンテンスを必要とします。このた

め、母国語で忌憚なく相談できることも大事です。

言葉の端々や表情の作り方・表現の違いなど細

かいところにも、患者・医療提供者間の相互理解

にかかわる重要なヒントがあるものです。双方が

伝えたいことを十分受け止め、適確に答えを返す

ことによって、不安や不信も自ずと少なくなってき

ます。不安や不信感が強いと、どれだけいい治療

を受けていても、結果に対して充分な満足感が得

られません。適確な診断と適切な治療は、患者・

医療提供者間に相互の信頼関係があって成り立

つものです。さらに健康増進を意図して行動の変

容を起こすには、日本人の行動様式や考え方も

念頭に置かねばなりません。よりよい結果が得ら

れるべく、我々日本人歯科医師の存在意義があ

るものと考えます。

歯科疾患と全身疾患との関連性が昨今提起さ

れています。万全な体調で海外勤務を遂行でき

序

医療医療
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むし歯・歯周病

るよう、歯科疾患にかかわる背景や原因・予防策・

評価方法について述べたいと思います。

む し 歯 や 歯 周 病 は 細 菌 が 主 原 因 で す 。 好 発

時期はむし歯が学童期、歯周病が中年期以降で

す 。 時 期 の 違 い は 人 間 側 に 背 景 が あ り ま す 。 学

童期はまだ歯が十分な硬さになっていないため、

むし歯の細菌が歯の中に入り込みやすい状態で

す。反対に学童期において、歯周病の細菌が入

り込んでも問題が起こることは稀です。なぜなら成

長する余力を持って弱くなった組織を早期に修復

できるからです。大人になると歯は十分な硬さに

なっているため、子供ほどはむし歯の進行が早く

ありません。しかし歯周組織は段々と抵抗力が弱

くなり、組織修復力も弱くなるため、歯周病の細菌

が奥に進行しやすくなります。病気の進行は細菌

が主原因ですが、自分の身体の状態も関係して

います。ここで、大人になってもむし歯がよく出来

るという疑問を持つ方もいるかもしれません。大人

になってからむし歯が出来やすくなる原因として

は、経過した時間の長さや後述する唾液の量の

減少や歯ぎしり・噛み締めによるスキマの増加・弱

い歯根の露出等に原因があります。また加齢に伴

う感覚の鈍麻によって、異常に気付きにくくなって

いることも一因になります。

主原因となる細菌、つまり歯垢を取り除くため

に歯ブラシやデンタルフロスなどの清掃器具を効

果 的 に 使 う 必 要 が あ り ま す 。 よ く 受 け る 質 問 と し

て 、 「 ど の 歯 ブ ラ シ ・ 歯 磨 き 粉 を 使 え ば い い の で

すか ？ 」 、 「 電 動 歯 ブ ラ シ は 効 果 が あ る の で す

か ？ 」 、 「 一 日 ど の く ら い 歯 磨 き を す れ ば い い の

ですか？」などがあります。興味を持つ前向きな

姿勢はうれしいものです。しかしさらに考えるべき

は 、 「 改 善 の 目 的 は 、 問 題 に 合 わ せ た 適 切 な 対

策を行い、現状の問題を解決することです。対策

から入ると、行動の有無だけが指標になりがちで

す。対策の実行によって、効果が上がり問題の解

決 に 向 か っ て い る か を 再 評 価 す る 」 １こ と が 重 要

です。つまり手段を考える前に、どこに歯垢があっ

て、どのように清掃器具を使うかを意識することで

す。そして歯磨きした後、ちゃんと効果が上がって

いるかを再確認することです。「歯ブラシをした」

のと「歯ブラシが出来た」のとは違います。食器を

洗った後、翌日見てみたら洗い残しに気付いた。

その時にもう一度洗うという行動と同じです。

「歯ブラシが出来る」ために、まずは「問題のあ

りか」を観察します。指や綿棒で右上奥歯の表面

を指や綿棒で触ってみて下さい。ネバネバしたも

の が あ れ ば 、 歯 垢 が 付 い て い る 証 左 で す 。 色 や

臭いも観察してみて下さい。透明から白色、黄色

となるにしたがって、長く留まった歯垢です。ニオ

イは無臭から刺激・腐敗臭へ変化します。最初に

ピンポイントを観察し、歯ブラシを行い特定部位

の改善を図っていきます。改善が図られた・興味

が出たなら、さらに観察部位を増やして下さい。

出来ればフロスの後も、フロスに付いてきた歯垢

の性状（色、粘性、臭い）について観察してみて

下さい。ネバネバしたモノではなく、ボロボロとし

たモノがひっかかるようでしたら、既に歯石に変化

し て い ま す 。 歯 石 除 去 は 歯 科 医 院 で 行 っ て 下 さ

い。

歯垢の存在・性状について理解できたら、次に

どの位置に歯垢が溜まりやすいか、自分の歯・歯

周組織の弱い部分がどこなのかを把握する必要

があります。一般的に下の前歯の裏側・上の奥歯

の頬寄りに歯石が付きやすいので、要観察点とし

ます。歯並びの悪いところやモノが挟まりやすい

ところも優先部位と考えて下さい。特に歯並びの

悪いところは骨の厚みが薄いところでもあり、歯周

病が進行しやすく注意が必要です。また繊維質

の食べ物が挟まりやすいところは、既に支えてい

る骨が弱くなっている可能性が有ります。歯がしっ

かりと支えられていないことにより、噛む時に歯が

動いてスキマができモノが挟まります。目に見えて

動くわけではありませんが、歯と歯が接していると

ころに0.15mm以上のスキマが出来ると、モノが挟

まりやすくなります。さらに歯茎が下がると歯と歯
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との間の空間が大きくなりモノがたまりやすい原因

となります。既にモノが挟まりやすくなっているとこ

ろも要観察点とします。

次 に 歯 ぐ き の 状 態 を 鏡 で 観 察 し て み て く だ さ

い。上写真は一見正常な歯・歯ぐきに見えます。

しかしよく見てみると、a.は歯ぐきが歯と歯との間

にシャープに入っているのに対して、b.は歯ぐき

が盛り上がっています。色合いは判りにくいかもし

れませんが、歯ぐきのキワの部分が他と比べて、

暗く（赤みが強く）見えます。赤く見えているところ

は炎症を起こしているところ、歯ぐきの弱くなって

いるところです。第二の観察点として歯ぐきの色・

形に注目し、改善が図られているかどうかの指標

とします。

歯 垢 の 存 在 や 歯 周 組 織 の 弱 い 部 分 に 注 目 し

た上で、どのように清掃器具を当てるかを考えま

す 。 ま ず は 鏡 を 見 な が ら 歯 磨 き 粉 を 付 け ず に 歯

ブラシを当ててみて、一本ずつ磨きたい歯に対し

て毛先が当たっているかどうかを確認します。歯

ブラシが当たっていなければ、高価な電動歯ブラ

シを使っていても効果が上がりません。歯ブラシ

が当たっているのを確認して、小刻みに動かしま

す。毛先は動かさず揺すぶるような動きです。大

きく動かすと、窪んだところからは毛先が逃げるた

め効果が薄くなります。親知らずを除くと、一般的

に中央の歯から奥歯まで7本あります。数を数え

ながら、一本ずつゆっくりやさしく磨くことを心掛

けて下さい。

歯と歯との間については、さらにデンタルフロス

（糸ようじ）を使います。フロスは短くピンと張った

状態で、ゆっくり歯と歯との間に入れていきます。

さらに入れていきますと歯と歯ぐきの間（歯周ポケッ

ト）にフロスが入っていきますので、そこから歯に

沿わせてゆっくりと拭いながら戻していきます。そ

の後、接しているもう一つの歯についてもフロスで

拭います。拭った後のフロスを見て、ネバネバし

たものがついていたらもう一度行います。フロスは

虫歯予防のために歯と歯が接している場所、およ

び歯周病予防のために歯と歯ぐきの間を清掃す

るように使います。これらの箇所は歯ブラシでは

届かない所です。そのため、歯ブラシに加えてフ

ロスを使用する必要があるのです。

歯ぎしりや噛み締めは、寝ている時と起きてい

る時にするものに分類できます。寝ている時にす

る歯ぎしりは誰でもしています。寝ている時は意

識することが出来ないので、状況によっては歯科

医院でマウスピースを製作します。起きている時

の 歯 ぎし りは 、 特 に 下 を 向 い て い る 時 に 起 こ りま

す。仕事中・パソコン・スマートフォンなど下を向

いている時に意識して、上と下の奥歯が当たって

いると感じたら、上と下の歯を離すようにして下さ

い。意識的に舌を上に持ち上げておくと、下を向

いても噛み締めることはありません。

歯ぎしり・噛み締めー上下顎歯列接 触 癖（TCH）
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歯ぎしりをしていないと思われる方も、一度頬

の内側や舌の側縁を鏡で見て下さい。歯ぎしりの

強い方ほど、頬の内側にa.白い線が盛り上がって

きます。また舌の外側がb.デコボコした形となりま

す。歯ぎしりによって、歯が舌に押し当てられると

舌の側面が凹んできます。頬の白い線は、上と下

の歯が噛むラインに頬の内側の粘膜が吸い込まれ

ることによって、出来た盛り上がりです。下の前歯

の先端を見て下さい。前歯の先端中央に茶色いラ

インが見えている場合は、既に歯が磨り減って、内

側の歯の柔らかい所(象牙質)が露出しています。

上アゴの犬歯を見て下さい。本来先端が尖ってい

るはずですが、平坦になっている場合には歯ぎしり

によって磨り減った状態です。最初の写真上左右

前から3番目の歯の形が違っているのが分かるで

しょうか？これは片側性の歯ぎしりによって片側だ

けが磨り減っている状態です。

 

上記歯ぎしりの兆候が外見上に認められた方

は、意識して上下の奥歯を離すことを心掛けて下

さい。小さなことでも積み重なると、大きな結果に

連鎖します。歯が磨り減ったり、ヒビが入ったりしま

す。歯の根元に力が掛かると、根元がくぼんできた

り、知覚過敏になったりします。アゴに負担がかか

ると、顎関節症にもなります。歯が欠けたり、詰め

物が頻繁にとれたりする場合は、歯周病の他に歯

ぎしりが原因の可能性もあります。歯周病と併発す

ると、歯周病が早く進行することにもなります。歯に

小さなヒビが入ったり、詰め物に隙間が出来たりす

ると、むし歯が出来やすくなります。歯ぎしりは様

々な口の疾患の主原因とはなりませんが、増悪因

子となります。日中は意識的に口を結んで、上下

の歯を離すことを意識しましょう。

睡眠時の歯ぎしりは、誰でもしています。頻度や

持続時間によっては周囲の方が気付かないことも

あります。これは夢を一晩中見ているのではなく、

所々で夢を見ていて最後の夢を覚えているかどう

かと同じです。最近はスマートフォンのアプリの中

に、物音がすると自動的に録音するものがありま

す。アプリによって、歯ぎしりを自覚するのもいいで

しょう。歯ぎしりの種類に合わせたマウスピースを

製作することで、歯への荷重負担を減らし、歯や歯

周組織・顎関節への影響を少なくすることが出来ま

す。

唾液は口の中を潤わせて食べ物を飲み込みや

すくするだけではありません。細菌の増殖を抑え

る効果、食事後の酸性に傾いたpHを緩衝し中性

へ戻す働き、溶け出した歯の表面を修復する（再

石灰化）機能、など様々な役割を担っています。

口の中が乾きやすい、口臭・粘つきを感じる、口

唇が荒れやすい、口内炎が出来やすいなどの自

覚症状がある方は要注意です。上の機能が衰弱

することにより、むし歯や歯周病が進行しやすくな

ったり、知覚過敏が治りにくくなったりします。

唾液が少なくなる原因としては加齢の他、ストレ

スや全身疾患、薬の副作用による全身的な問題

と口呼吸に伴う唾液の蒸発を由来とする局所的な

問題があります。プレゼンテーションの前にノドが

渇きやすくなるのは、ストレスによる変化としてわ

かりやすい例でしょう。仕事上でストレスが多くか

かっている方々ほど注意すべきです。自己免疫

系・内分泌系や精神系の疾患のある方は、唾液

の分泌量が減少します。また他の全身疾患に対

する内服薬の副作用として、ドライマウスが誘発さ

れることもあります。副作用の出る薬としては、向

精神薬・抗ヒスタミン剤・降圧剤・解熱鎮痛薬・気

管支拡張薬・利尿剤・ホルモン薬など多岐にわた

ります。もちろんすべての対象薬に当てはまるも

のではありません。詳細はそれぞれの薬の添付文

唾 液 量の減少ードライマウス
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書を参考にして下さい。

自覚的には口が渇くという症状が出ます。舌は

通常苺の表面のようなぷつぷつした突起がありま

すが、ドライマウスになると舌が風船のように張り

詰めた感じになります。さらに進むと舌の表面にヒ

ビが入った感じになります。

対策としては、口内の保湿と唾液の分泌を促す

ことです。乾燥を防ぐためには、濡れマスクを着け

ます。深酒は利尿作用を高めるため、体中の水分

が減少しドライマウスにつながります。ドライマウス

の自覚がある方は、アルコールの摂取量を考慮し

ましょう。唾液を出すためには、一度に口に入れ

る食べ物の量を少なくして、より長めに噛んで飲

みこむことをお勧めします。自分で唾液腺のマッ

サージをすることもできますが、食事をユックリと

摂ることで唾液腺を刺激し活性を図る方が長続き

できるでしょう。またユックリと噛んで食べることで

食事量を自然とコントロールができ、メタボリックシ

ンドロームの改善にもつながります。

歯ぐきや舌の表面に痛みを感じやすい方は、

人 工 唾 液 ス プ レ ー や 保 湿 ジ ェ ル を 使 い ま す 。 睡

眠時に口が渇きやすくなる方は唾液の蒸発を防

ぐためのマウスピースを作製します。

歯ぐきは年齢に伴い退がります。健康な歯ぐき

でも10年で１mmなくなります。前述の歯垢や歯石

があると、歯ぐきの退がり方が早くなります。歯の

根 元 は 固 い エ ナ メ ル 質 に 覆 わ れ て い な い た め 、

黄色から茶色をしています。色の違う根元が見え

ている場合には、注意が必要です。

固 い エ ナ メ ル 質 に 覆 わ れ て い る 所 と 比 較 す る

と、根元の弱い部分は酸に侵されやすい所です。

根 元 の 弱 い 所 に 刺 激 が 続 く と 、 ま ず 知 覚 過 敏 が

おこります。歯ブラシによる痛みが原因で歯ブラ

シがおろそかになると、むし歯や歯周病の進行を

助長します。軽度の知覚過敏であれば、知覚過

敏用の歯磨き粉や歯科医院での薬剤塗布だけで

軽快します。日常生活では、酸性に傾いている飲

食物つまり炭酸や酸っぱいモノなどを避けるよう

にします。歯根露出に歯ぎしりを伴うと、歯の根元

がえぐれたように欠けてきます。大きく欠けた場合

には詰め物で治すこともあります。一度歯肉の退

縮が起こると、自然に元へ戻ることはありません。

歯肉退縮を防ぐような歯周病のケアが重要になっ

てきます。

海外在住の働いている方は、様々な経験を積

んだ世代です。成果を求められ厳しい条件の下、

生き抜いてきている方々は肉体的・精神的ストレ

スに晒されています。年齢的には、気付かないう

ちに肉体的な衰え（加齢現象）とともに免疫反応・

治癒力の低下が起こっています。むし歯・歯周病

は細菌の攻撃力と人間が持つ守備力との関係を

考えていく必要があります。私たち歯科医師は感

染部位を除去し、人間の持つ治癒力を補完する

ことで治癒を目指します。しかしながら「痛い時だ

け、歯科医院に来る」行動では、お口の中全体の

改善には至りません。特に歯周病の細菌はむし

歯の細菌とは種類が違いますので、むし歯に罹ら

ないと思っている人ほど要注意です。むし歯の細

菌に対する抵抗力と歯周病に対する抵抗力とは

別物です。年齢とともに感覚は鈍くなるので、歯

周病等が自分では予期せぬほど進行していること

があります。

現状の維持・現状からの改善は歯科医師だけ

では出来ません。状況判断・計画の立案・実行・

再評価の情報を歯科医師と患者で認識を共有す

る必要があります。ただ日常の生活改善を行うに

は、モチベーションも必要です。「甘いものを控え

ろ」、「食事量を抑えろ」、「運動しろ」など言われ

ても、言い訳が先立ちます。上述の観察ポイント

歯肉の退 縮・歯根 露出

結
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を何点かに絞って、まずは特定部位の改善を考

えましょう。一度に色々始めようとすると、どれもが

中途半端なものになりかねません。毎日の積み重

ね・細かな観察の中で好奇心を持つことです。自

ら意図した行動により、手がけた場所の変化に気

付くことで自然とモチベーションが見えてきます。

歯科医院で検診・歯石除去を行った後、定期

検 診 を 6 か 月 後 と か 4 か 月 後 と 言 わ れ る と 思 い ま

す。歯科医師は、類似した患者群の経験的統計

的予後をもとに、未来予測をしています。現在の

状態とセルフケアの程度を基に、よりよい展望が

開けるよう検診の間隔を設定・推奨しています。

車やエアコンと違って、人間には耐用年数の設定

が出来ません。プロフェッショナルケアとセルフケ

アの相乗効果により長く良好な状態を保つことが

肝要です。

様々な疾患の発症や進行には、その人の生活

習慣や知識・行動力など様々な要素も関係してい

ます。プロフェッショナルケアだけではなく、不断

の意識改革・行動変容を伴うセルフチェック・セル

フケアの重要性は述べた通りです。よりよい結果

を得るためには、どこからスタートを切っても構い

ません。まずは現状を把握する。その後、問題に

対して解決策を実践し改善が図られているのかを

吟味する。誰かのためにするのではなく、手間と

時間をかけるのは、未来の自分のための投資と考

えて下さい。未来の自分が健康的であれば、それ

は家族や周りの方にとってもかけがえのないもの

となるはずです。

　　１　 トヨタの問題解決　（株）OJTソリューションズ

　中経出版
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≪日本シンガポール協会のイベントをご紹介します≫
　

日本シンガポール協会便り23

一般社団法人　日本シンガポール協会
   〒108-0014 東京都港区芝4-7-6 芝ビルディング308
　電話：03-6435-3600  FAX：03-6435-3602 
　E-mail：singaaso@singaaso.or.jp
　ホームページ：http://www.singaaso.or.jp/

	  	  

	  	  

	   	  

◆はい、こちらは「日本シンガポール協会」です！
「日本シンガポール協会」は1971年の設立以来、「シンガポ
ール日本商工会議所（JCCI）」とも密接に連携し、日本とシ
ンガポールとの経済協力、文化交流を深めるための活動をボ
ランティア・ベースで行っています。シンガポールとの関係、
交流を深めるため、ご帰国されましたら、あるいは今から協
会の活動にご参加されませんか。ご入会を心からお待ちして
います。連絡先は右記のとおりです。（2013年1月に、事務所
は港区赤坂より港区芝に引っ越しました）

「関西シンガポール同窓会」を開催しました　　

　

　大阪のシンボル「大阪城」に近いKKR HOTTEL OSAKAで、8月8日（金）に「関西・シンガポール同窓会」を

開催しました。この催しは、シンガポール駐在経験者や駐在経験はなくてもシンガポールに縁のある関西在住者を

中心に、毎年“独立記念日”と“春節”の頃にあわせて年2回開催しています。今回は24名の参加があり、シンガポー

ル航空支配人（西日本）・ジネット・リー氏にもご臨席いただきました。

　次回の同窓会は2015年2月6日（金）に開催予定です。初参加の方にもお気軽にご参加いただける和やかな雰囲

気です。お誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。



 ≪ 11月度　活動報告 ≫

建設部会　チャンギ国際空港ターミナル4新築工事現場見学会

  10月27日には、建設部会によるチャンギ国際空港ターミナル4新築工事の現場見学会を行い、34名がご参加下さいました。
東南アジア有数のハブ空港であるチャンギ国際空港は、「第4ターミナル」開港後の最大利用客数は、年間8,200万人となる
見込みです。当作業所はセキュリティーレベルが最も厳しい工事のひとつである空港施設の建設工事でございますが、竹中
工務店様のおかげさまで、大変貴重な機会をいただきました。誠に感謝しております。参加者の皆様にも、非常に有意義な
ひとときとなりました。

第一工業部会　シンガポールゴミ処理施設見学会

  10月31日に第一工業部会ではシンガポールゴミ処理施設見学会を行いました。シンガポールにはゴミ処理場が4箇所ありま
して、今回はそのうちの1つ、Tuas Southゴミ処理場を見学いたしました。Tuas Southゴミ処理場は、1日あたりのゴミ焼却許
容量は約3000トンで、これは4箇所あるゴミ処理場の中で一番多い量です。施設の担当者にシンガポールのゴミ処理のシス
テムについてご説明をいただいた後、施設のご案内をいただきながら、こちらの質問にも真摯にご対応いただきました。参加
者の皆様より、普段なかなか見学できる場所ではないので、非常に知見が深まりましたとフィードバックをいただきました。

第二工業部会講演会

「世界共通言語“サッカー”で国境を超える！」〜アルビレックス新潟の国際戦略〜

 当講演会は第二工業部会主催でしたが、テーマがサッカーである為、全部会の方に幅広くご案内を致しました。結果、アル
ビレックス新潟シンガポールやサッカービジネスを取り巻く環境に深い興味をお持ちの方々にご参加いただき、皆様熱心に
耳を傾けておられたと同時に、深く切り込んだ質問も出て、活気のある講演会となりました。

第3工業部会懇親ゴルフ

　11月15日（土）にLaguna NGCCにて開催された第3工業部会懇親ゴルフには、合計19名の方にご参加頂き、小西部会長（キ
ヤノン・シンガポール）、幹事の福永理事（富士通アジア）を中心に、和気藹 と々した雰囲気の中、成績発表を兼ねた昼食懇
親会が行われました。今回のご優勝者は、本多 雅 様 （富士ゼロックス・アジア・パシフィック）でした。次回の第3工業部会
懇親ゴルフは、来年2月14日（土）の開催を予定していますので、是非部会員の皆様のご参加をお待ちしております。
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≪ 12月度　行事予定 ≫     ※予定は事情により変更・追加されることがございます。

開 催 日 開催区分 イベント名 時間・場所

12月3日（水） 部会

金融保険部会講演会

最近のシンガポール経済と

シンガポール経済を取り巻く環境（仮題）

14:30-16:00

日本人会

12月4日（木） 基金
留学生制度委員会 

「立命館アジア太平洋大学 (APU)留学生選考会」

14:45-17:00

JCCI会議室

12月5日（金） 部会 建設部会「Bencoolen地下鉄駅新築工事」現場見学会
15:00-17:00

DTL3 Bencoolen駅工事

12月9日（火） 理事会
12月度運営担当理事会

第534回理事会

11:30-12:14

12:15-14:00

日本人会

12月9日（火）
会員サービス

委員会
会員懇親パーティ

19:00-21:00

シャングリラホテル

12月15日（月） 部会
観光・流通・サービス部会

自社PRプレゼン大会及び忘年会(昼食懇談会）開催

11:00-14:00

日本人会

12月15日（月） 部会 金融保険部会「忘年会」
19:00-21:30

　 
銀座ライオン

　

12月17日（水） 基金 JCCI基金（寄付・奨学金）贈呈式
14:00-16:00

Maxwell Chambers
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シンガポールではだんだん雨期っぽい天候になってきました。晴れのち
豪雨という、急激な天気の変化もさることながら、外出中に雨に遭って身動
きがとれなくなり、泣きたくなる様な経験をされた方も少なからずいらっし
ゃるのではないでしょうか。そんなこの時期特有のシンガポールの対象的な
表情を写真におさめてみました。

（表紙・裏表紙担当　Panasonic Asia Pacif ic Pte Ltd 猪飼邦保）

恒例のオーチャードクリスマスイルミネーションが点灯し始め、シンガポー
ル内のあちこちで、クリスマスやデコレーションを見るようになり、いよいよ
2014年も終わりに近づいております。1年が経つのが早いと感じております
が、シンガポール国内には四季がないため、時間が過ぎるのが余計に早く感
じるのかもしれません。

12月の別名師走を改めて調べてみますと、『陰暦12月の異称。語源につい
ては、この月になると、家々で師（僧）を迎えて読経などの仏事を行うため、師
が東西に忙しく走り回るため、「師馳(しは)せ月」といったのを誤ったものだと
か、四時の果てる月だから「しはつ（四極）月」といったのが、「つ」と「す」の
音通(おんつう)によって「しはす」となったのだとかの説が伝わる。このことば
のもつ語感が、年の暮れの人事往来の慌ただしさと一致するためか、陽暦12
月の異称としても親しまれ、習慣的に用いられている。』（日本大百科全書よ
り引用）という説明があり、このように皆様も年末年始に向け、お忙しくされ
ていることと存じます。

月報１2月号は、ミャンマーやメコン地域の東南アジア地域、そしてシンガ
ポールの特集記事4本と業界ぷらす『医療』をテーマにした合計5本の記事を
掲載致しました。また2014年の月報は合計50名の方にご寄稿を賜りました。
ご寄稿を頂きました皆様、また普段より月報作成にご協力をいただいておりま
す広報委員の皆様にこちらの場を借りて、厚く御礼を申し上げます。

皆様良いクリスマス、そして年末年始をお過ごしくださいませ。

来年2015年はシンガポール建国50周年という記念すべき年となり、様々
なイベントが催されるようで楽しみです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （編集後記担当　JCCI事務局）
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